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主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

　
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
目
次
の
改
正
規
定
中
『
「
第
七
十
二
条
―
第
八
十
三
条
」
を
「
第
四
十
七
条
―
第
五
十
四
条
」
に
、
「
第
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
「
第
四
章
　
雑
則
（
第
七
十
二
条
―
第
八
十
三
条
）

十
四
条
―
第
九
十
二
条
」
を
「
第
五
十
五
条
―
第
六
十
二
条
」
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
章
　
罰
則
（
第
八
十
四
条
―
第
九
十
二
条
）
」

　
「
第
四
章
　
生
産
者
の
所
得
の
確
保
に
係
る
措
置
（
第
四
十
七
条
）

を
　
第
五
章
　
雑
則
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
五
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

　
　
第
六
章
　
罰
則
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
三
条
）
　
　
　
　
　
　
」
』

　
第
一
条
中
第
一
条
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
第
一
条
中
「
麦
が
」
の
下
に
「
国
民
に
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
べ
き
」
を
加
え
、
「
計
画
的
な
」
を
「
適
正
か
つ
円
滑

な
」
に
、
「
並
び
に
政
府
」
を
「
、
政
府
」
に
改
め
、
「
売
渡
し
の
措
置
」
の
下
に
「
並
び
に
主
要
食
糧
の
生
産
者
の
所
得

の
確
保
に
係
る
措
置
」
を
、
「
も
っ
て
」
の
下
に
「
主
要
食
糧
の
自
給
率
の
向
上
及
び
主
要
食
糧
の
生
産
活
動
が
有
す
る
主

要
食
糧
の
供
給
の
機
能
以
外
の
多
面
に
わ
た
る
機
能
の
充
実
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
条
第
一
項
中
「
、
計
画
的
に
か
つ
整
合
性
を
も
っ
て
、
米
穀
の
需
給
の
均
衡
を
図
る
た
め
の
生
産
調
整
の
円
滑
な
推
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進
」
を
削
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
二
章
第
二
節
第
一
款
及
び
第
二
款
の
改
正
規
定
中
第
五
条
並
び
に
第
六
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
生
産
調
整
方
針
の
作
成
）

　
第
五
条
　
米
穀
の
生
産
者
又
は
出
荷
の
事
業
を
行
う
者
の
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
生
産
出
荷
団

体
等
」
と
い
う
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
米
穀
の
生
産
調
整
に
関
す
る
方
針
（
以
下
「
生
産

調
整
方
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
２
　
生
産
調
整
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
生
産
調
整
方
針
に
従
っ
て
米
穀
の
生
産
を
行
う
者
に
係
る
米
穀
の
生
産
数
量
の
目
標
（
以
下
「
生
産
数
量
目
標
」
と

い
う
。
）
の
設
定
方
針

　
　
二
　
生
産
数
量
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

　
　
（
生
産
調
整
方
針
に
関
す
る
助
言
及
び
指
導
）

　
第
六
条
　
国
は
、
生
産
調
整
方
針
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
生
産
出
荷
団
体
等
に
対
し
、
そ
の
作
成
及
び
適
切
な
運
用
の
た
め
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に
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
二
章
第
二
節
第
一
款
及
び
第
二
款
の
改
正
規
定
中
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
業
務
）

　
第
九
条
　
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
米
穀
の
生
産
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
生
産
し
た
米
穀
を
在
庫
と
し
て
保
有
す
る
措
置
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
資

金
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

　
　
二
　
米
穀
の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
売
買
取
引
に
係
る
米
穀
の
買
受
け
に
係
る
債
務
（
当
該
債
務
の
履
行
に
必
要
な

資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
を
含
む
。
）
を
保
証
す
る
こ
と
。

　
　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

　
２
　
機
構
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
の
弁
済
に
代

え
て
取
得
し
た
米
穀
を
政
府
に
売
り
渡
す
も
の
と
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
二
章
第
二
節
第
一
款
及
び
第
二
款
の
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
前
条
第

一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
号
」
を
「
第
九
条
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第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
第
十
三
条
中
「
第
九
条
第
一
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同

項
第
二
号
」
に
改
め
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
各
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
号
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
六
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
買
受
資
格
者
」
を
『
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
事
業
者
そ

の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
買
受
資
格
者
」
と
い
う
。
）
』
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
六
十
条
を
第
三
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　
　
（
米
穀
の
政
府
買
入
れ
及
び
政
府
売
渡
し
）

　
第
二
十
九
条
　
政
府
は
、
米
穀
の
備
蓄
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
基
本
指
針

に
即
し
て
、
国
内
産
米
穀
の
買
入
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
２
　
政
府
は
、
機
構
か
ら
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
米
穀
の
売
渡
し
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
米
穀
の
買
入
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
３
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
か
ら
買
い
入
れ
た
米
穀
又
は
当
該
米
穀
以
外
の
米
穀
で
あ
っ
て
農
林
水
産
省
令
で



 5

定
め
る
期
間
在
庫
と
し
て
保
有
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
主
食
と
し
て
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
売
渡
し
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
米
穀
の
供
給
が
不
足
し
た

場
合
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
六
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
及
び
第
六
十
九
条
を
改
め
、
同
条
を
第
四
十

四
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
二
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
及
び
前
三
条
」
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
七
十
一
条
を
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
同
条
を
」
を
「
第
三
章
中
同
条
を
」
に

改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
七
十
二
条
を
第
四
十
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
四
十
九
条
」
を
「
第
五

十
条
」
に
改
め
、
第
四
十
八
条
を
第
四
十
九
条
と
し
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第

五
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
八
条
と
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
七
十
三
条
を
第
五
十
条
と
し
、
第
七
十
四
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第

五
十
一
条
」
に
、
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
七
十
五
条
を
改
め
、
同
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
三
条
」
に
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改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
七
十
六
条
を
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に

改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
を
削
り
、
第
七
十
九
条
を
第
五
十
四
条
と
し
、
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
三
条

ま
で
を
削
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
八
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
五

条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
改
め
、
第
五
十
六
条
を
第
五
十
七
条
と
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
八
十
六
条
を
改
め
、
同
条
を
第
五
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
七

条
」
を
「
第
五
十
八
条
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
十
九
条
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
条
と
し
、
第
五
十
八
条
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

　
第
一
条
の
う
ち
第
九
十
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
五
十
六
条
」
に
、

「
第
六
十
条
」
を
「
第
六
十
一
条
」
に
改
め
る
。
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第
一
条
の
う
ち
第
九
十
一
条
を
改
め
、
同
条
を
第
六
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
六
十
一

条
」
を
「
第
六
十
二
条
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
六
十
二
条
第
一
号
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条

第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
三
条
と
す
る
。

　
第
一
条
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

　
　
第
五
章
を
第
六
章
と
し
、
第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　
　
第
四
章
　
生
産
者
の
所
得
の
確
保
に
係
る
措
置

　
第
四
十
七
条
　
政
府
は
、
主
要
食
糧
の
生
産
者
の
所
得
を
確
保
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
要
食
糧
の

生
産
の
た
め
に
現
に
利
用
さ
れ
て
い
る
農
地
の
面
積
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
金
額
を
主
要
食
糧
の
生
産
者
に
支
払
う
た

め
に
必
要
な
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
２
　
前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
支
払
の
対
象
と
な
る
生
産
者
の
範
囲
、
支
払
う
べ
き
金
額
及
び
交
付
金
の
交
付
の
対
象
と

な
る
者
そ
の
他
の
同
項
の
措
置
に
関
す
る
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
３
　
政
府
は
、
毎
年
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
４
　
政
府
は
、
第
一
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
、
主
要
食
糧
の
安
定
供
給
の
重
要
性
及
び
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主
要
食
糧
の
生
産
活
動
が
有
す
る
主
要
食
糧
の
供
給
の
機
能
以
外
の
多
面
に
わ
た
る
機
能
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め

る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
、
附
則
第
三
条
及
び
附
則
第
八
条
」
を
「
及
び
附
則
第
七
条
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
条
を
削
り
、
附
則
第
四
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。

　
附
則
第
五
条
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
米
穀
の
政
府
買
入
れ
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

　
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条

と
す
る
。

　
附
則
第
七
条
中
「
附
則
第
四
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。

　
附
則
第
八
条
を
附
則
第
七
条
と
し
、
附
則
第
九
条
を
附
則
第
八
条
と
し
、
附
則
第
十
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。

　
附
則
第
十
一
条
の
う
ち
第
七
条
の
三
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の

う
ち
別
表
第
一
第
一
〇
・
〇
六
項
の
改
正
規
定
中
「
第
四
九
条
第
一
項
」
を
「
第
五
〇
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第

十
条
と
す
る
。
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附
則
第
十
二
条
を
附
則
第
十
一
条
と
す
る
。

　
附
則
第
十
三
条
の
う
ち
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
に
改
め
、

同
条
を
附
則
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
検
討
）

第
十
三
条
　
政
府
は
、
主
要
食
糧
以
外
の
農
産
物
の
生
産
者
の
所
得
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討
を

加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。





 11

　
　
　
こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費

　
こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
年
度
約
一
兆
一
千
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。


